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石１１|県における近代学校体育の定着過程に関する研究(その2）

一和田権五郎『普通小学体操法』の刊行及び初期体操講習会一

大久保英哲

AHistoricalStudyontheAdoptionofSchoolPhysicalEducation

oflshikawaPrefectureinMeijiEra（Part２）

HideakiOKuBo

Abstract

Thepurposeofthisstudyistoclarifyhowthegymnasticsforprimaryschoolsoflshikawa

prefecturewereexecutedinMeijiera

Atfirst，３teachersoflshikawanormalschoolｗｅｎｔｔｏＴａｉｓｏＤｅｎｓｈｕＳｈｏ（National

gymnasticslnstitute)atTokyoforthepurposeofgettingingymnasticsduringl882-83・

Aftertheirreturn,theactivitiesforspreadofgymnasitcshadbeenbegunintolshikawa

prefecture

lnthispaper3mattersamongtheiractivitiesaredealtwithThefirstproblemisto

investigatewhatｋｉｎｄｏｆｐｌａｎｆｏｒｔｈｅｓｐｒｅａｄｏｆｇｙｍｎａｓicswaspreparedbythelshikawa

prefecturalautoritiesThesecondistoclarifytowhomtheshorttrainingscoursesof

gymnasticswereheld・Andthethirdistoexamine，'FutuShogakuTaisoHo(Normalgymnas‐

ticsforprimaryschoolpupils)，，writtenbyWadaGongoro,thefirsttextbookforgymnasticsof

lshikawaprefectureinl885．

派遣人数であった。

ところで｢石川県年報･明治１７年」によれば，

「体操科は山間僻阪の外は大概実施する」｡と

早くも順調な体操普及状況が報告され，さらに

明治１８年に石川県内で最も教育環境の厳しい

能登半島先端部地域27校を学事巡視した,石川

県師範学校長代理土師鍵他郎（体操伝習所卒業

生）も，その他域でさえ「１，２学校の外みな

え(体操）を実施す｣25)と報告している。もしこ

の報告が事実とするなら,石川県は明治１５年７

月に第１回体操伝習所派遣伝習生が帰校して以

後，僅か1年あまりの間に県内各地に体操を普

及させることに成功したことになる。これは一

つの県の体操普及度としては驚くべき速さであ

る。

緒ロ

明治14年の体操伝習所卒業生派遣を受けな

かった石川県は，近代学校体育の開始時点にお

いては，他の府県に比べて立ち遅れた県の１つ

であった。石川県に体操伝習所の新設体操法が

導入されたのは，明治１５年１月から体操伝習

所へ伝習員として派遣されていた石川師範学校

教員和田権五郎')が帰校した明治１５年７月以

後のことである。石川県からの体操伝習所への

伝習貝派遣はその後も第２回(明治１６年２月か

ら１６年７月，土師愛他郎2)，原政矩3))，第３回

（明治16年12月から１７年６月，半田熊吉,津

川方房，井口久敏，西村俊造)，第４回(明治１８

年１月から７月，上坂輿三八)とくりかえされ，

合計８人に上った。全国の都道府県中最も多い

平成４年９月１６日受理
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本研究は，このような石川県内における近代①石川師範学校での体操指導と卒業生の輩出に

体育の定着が如何にして可能であったのかを，よって，石川県内の学校に体操普及を図る長期

具体的な過程を検討しながら明らかにしようと的な方策

する。本論稿では，第１に体操伝習所を卒えて②石川師範学校における体操講習に現職教員を

石川師範学校に帰校した３人の教員を迎えて，集め，それによって体操普及を図る短期的な方

石川県が取った体操普及方策がどのようなもの策

であったか，第２に第１回目に体操伝習所へ派③生徒の進級･卒業時に行なう試験を「試業法」

遣された和田権五郎が金沢で刊行した最初の体として基準化し，これに体操を明記して体操普

操指導書『普通小学体操法』（明治１８年）の内及を図っていこうとする法的規定整備を中心と

容とその特色を明らかにする。第３に，和田権する中期的方策

五郎，土師愛他郎，原政矩の３人が体操伝習所①，②が教員を対象にした普及策であるのに

から帰校した後に行なわれた,体操を含む第１，対し，③は生徒の進級卒業試験の内容に関わる

２回「教員講習会」の受講者名簿から，受講者法的規定整備を含んだ，生徒を直接対象とする

の出身郡や職名・職階を分析することによって方策であったことになる。さらに③も正しい指

石川県における最初の体操がどのような人々に導のできる教員の存在が前提とされ，①，②に

伝達されていったのかを明らかにする。よる教員養成が先行課題であると明確に捉えら

れていたことがわかる。この③の方策は，単に

１．石川県の体操導入方策進級卒業試験という個人の達成度を試験するだ

石川県は明治１６年に第１回体操伝習所派遣１ﾅでなく，実際には各地区の学校対抗試験競技

生和田権五郎の帰県を待って，次のような県内会的な「奨励会」に結びついて，この時期に特

への体操導入方策を立てていたことが文部省年徴的な教育現象の一つを生み出した。

報に見える。

２．石川師範学校の体操指導

「目下師範学校生徒二体操ヲ演習セシムルヲ以石川師範学校では,明治15年７月に帰校した

テ，他日該校卒業生輩出スルノ日二至ラハ普及和田権五郎によって体操教育が始められ，１６年

スルコトヲ得ン。尚臨時現任ノ小学教員ヲ師範７月に帰校した土師髪他郎，原政矩がこれに加

学校へ招集シテ伝習スルノ道ヲ開カントス。抑わることによって体操教育が軌道に乗った。明

モ教則試業法ハ完全無瑠ナルモ，教員其人ヲ得治１６年には体操器械が整備され，１７年４月に

サレハ，尚庸医ノ良剤ヲ投シテ却テ人命ヲ誤ルは体操室も新設されている。１７年にはこれを利

力如キノ恐ナキ能ス。然ルー目下正格教員二欠用して石川県専門学校の体操も始められ，さら

乏ヲ告ルハ別二記載スルカ如キ状況ナレハ，山には女子師範学校も体操を実施するに至ってい

問僻阪ノ地ニシテ良師ヲ得サルノ学校ニテハ教る6)。

則試業法モ更二稗益ヲ見ハサ、ル所アリ。マタこうした石川師範学校における体操教育の開

試業ハ必ス正格ノ訓導之ヲ掌ルヘキヲ示達シ，始と定着は，次に述べる現職教員たちへの講習

某郡二於テハ試業ノ際ハ必ス他校ノ正格訓導ヲ会ほどの即効効果は見られなかったにしろ，石

シテ立会監督セシムルノ規定ヲ立ル｣5)(句読点川県内へ卒業生が輩出されていくにつれ，次第

筆者）に最も確実でかつ大きな力になっていったと考
えられる。

即ち，次の３つの方策が考えられていたこと

になる。３.和田権五郎による石川県初の体操参考書『普
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すが，普通体操書はかつて師範学校で編集中の

分がまもなく出来上がりますので予め申し上げ

ます｡」．

震

零１籍鐵護篝霞

さて，この和田権五郎『普通小学体操法』の

内容について見ておこう。

全体の構成は以下の通りである。

凡例

第１整頓法

第１条静止上の挙動

第１節集会法第２節整容法

第３節整列法第４節正面に復する法

第５節左右転向法第６節転回法

第２条行進上の挙動

第７節足踏法第８節停止法

第９節前進法第１０節後進法

第１１節側進法第１２節正面方向変換

法

第１３節側方方向変換法第１４節駆足

法

第１４節踏替法第１６節二列編成法

第１７節一列に復する法

第３条演習予備の諸件

第１８節番号を付する法第１９節矯正

術徒手唖鈴及び球竿演習に距離を取る法

第２０節二人球竿演習に距離を取る法

第２１節木環体操に距離を取る法

第２２節梶棒演習に距離を取るの法

第２３節分列法

第２４節矯正術徒手唖鈴球環及び梶棒演

習の距離を閉つる法

第２５節木環及び二人球竿演習の間隔を

閉つる法

第２６節解列法

第２７節休息法

第２８節器械携え法

第２矯正術

第１節から第６節

第３徒手演習

第１節から第２２節

琴|蕊
輯Ｒ'

図１．石川県で刊行された最初の体操指導書

『普通小学体操法』（明治18年１月）

通小学体操法』の刊行（明治１８年）

体操普及に際して，参考書が必要であること

は言うまでもない。体操伝習所から帰った和田

権五郎が『普通小学体操法』を編纂したのはそ

の序にも記されている通り，明治１７年中のこと

であり，発行は明治１８年１月，金沢益智館から

出版されている7)。（図１参照）

これが和田権五郎個人の発意でなく，石川県

学務課ならびに石川師範学校と協議のうえ作成

されたものであることは，同じく体操伝習所卒

業生であり，刊行時に石111師範学校校長心得に

なっていた土師蔓他郎が校閲者として，また序

に師範学校教員武藤元信が名を連ねていること

でもわかるし，また明治１８年１月２１日の石川

県教育会「第１号議案石川県女児小学規則」の

論議の中で体操用書について，学務課内山六等

属と会員の間に次のようなやりとりがあったこ

とからもわかる8)。

１１番岩田秀雄（金沢区学務担任書記）

「体操は用書一覧表によれば普通小学体操法と

ありますが，するとこれは目下流行するところ

の西洋風のを真似したところのものをそのまま

用いるのでしょうか｡」

番外内山含（石川県六等属）

「それは女児なので酌量するところはあります

が，最初は男児と同じです。しかし過度なもの

はこれを省きます。また，ついでに申し上げま
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第４ 唖鈴演習

第１節から第３０節

球竿演習

第１節から第１６節

二人球竿演習

第１節から第２４節

木環演習

圖六十三飴第圖五十三第

十
動第５

DＰ
Ｇ●

狐
テ
ハ
第
十
八
動
ノ
加
ン

第６
デー■

麟一
劃

●ひ●●●の、
□
０
■
０
●
０
，
．
．
０
５
０
●

Ｐ）■
巳

礫第７

第１節から第２４節

（下線部分は新制体操法にはない）

第８梶棒演習

第１節から第８節
t二等

図３．採用されなかった女子唖玲体操

（新撰体操書より）
この構成は，一見して，明治１５年に体操伝習

所が作成した『新制体操法』，)目次及び内容構成

に近いことがわかる。ちなみに『新制体操法』

は註，)の通りである。

つまり，用語「体操」を「演習」にしたり，

列編成の法を２つに分けるなどの工夫が加えら

れているが，全体の構成を見ればこの和田権五

郎『普通小学体操法』は，基本的に『新制体操

法』の構成をモデルにしていることがわかる。

ただし，『新制体操法』の内，女子用の「豆嚢体

操」（図２参照）及び「女子唖鈴体操」（図３参

照）は採用されていない。また，『新制体操法』

には取り上げられていない「木環体操」が採用

されているが，これは次に述べるように，体操

伝習所が明治１５年に刊行した『新撰体操書』'0）

から採用したものであろう。というのは，『新制

体操法』には図解は全くなく，和田権五郎『普

通小学体操法』に記されている図は，多くが『新

撰体操書』から模写されており，この２冊の本

が原本であることはほぼ間違いないからであ

る。ただし，『新撰体操書』には｢二人球竿体操」

は取り上げられておらず，この図解は和田権五

郎の工夫によるものである｡なお,『新撰体操書』

の目次内容については註'０)の通りである。

次に，この和田権五郎の『普通小学体操法』を

各構成毎に見ておこう。

（１）序

序の部分は，石川師範学校倫理歴史国語漢文

教育担当助教諭武藤元信が漢文体で書いてい

る。三育主義に基づいた体操の保健養生的な必

要性がごく簡単に述べられ，和田権五郎が体操

普及のためにこの本を編集した旨を紹介してい

る。同時期に他の府県で出された久松義典「体

育新書｣'1)，遊佐盈作｢新設体操教授書｣'2)等が，

体操の必要性やわが国での淵源を体操伝習所に

おけるリーランドの指導に遡って詳しく記して

いるのに対して，きわめて簡単なものであり，

その意味では体操の実施法に重点を置いた技術

書の性格が強い。

（２）凡例

１６項目中11項目は『新制体操法』の凡例をほ

とんどそのまま用いているが，独自に加えられ

た点は，次の５項目である。

へ』．聴翰
第
（
へ一
一

八
一
一一一

圏
．
》
｝

・・碗〉．’。

鯉
螺

図２．採用されなかった豆嚢体操（新撰体操書より）
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①隊列を整える際に教師は予め生徒の身長を計

測しておき，大きい順に右から左へ整列させる

こと。

②本文中の歩尺は成人用のものであて，小学生

には必ず酌量すべきこと。

③小学初等科は徒手演習まで，中等科は球竿演

習まで，高等科は全部を教えること。ただし，

二人球竿は高等科で行なってもよいこと。

④本編体操は二人球竿・木環を除いて女子に授

けても良いこと。ただし，整頓法の一部（第１４

節(駆け足)，第２０節(二人球竿のための整列)，

第２１節(木環のための整列)，第24節（これら

の解列）は実施しなくてもよいこと。また，女

子は歩尺を本文の半分（本文歩幅は前方大凡２

尺（60cm）であるから１尺（30cm)）とし，第

11節（側進法）の「股は対角線状をなして」を

「両股を密附す」とすること，である。

小学生に指導する際の学年による教材区分や

具体的な整列のしかた，また特に女子生徒の歩

幅を小さくすることや股を開くことに対する制

限的配慮が加えている点が特色である。

（３）整頓法

ここでは基本的な姿勢，整列のしかた，足踏

み，行進（前･後･側進)，方向転換，駆け足法

などの説明と１６の図解が示されている｡本文の

説明は『新撰体操書』本文に倣っているが，図

は完全な模写ではなく，新たに作成されたとみ

られる多少不自然な運動姿勢図も見られる（第

４図)。

（４）演習予備の諸件

ここでは唖鈴・梶棒・球竿・木環などの体操

手具を用いた体操を実施するための整列の仕

方，番号のかけ方，間隔の取り方，解列の仕方，

手具の持ち方などの説明がなされ，８つの図解

が示されている。

（５）第二矯正術

矯正術というのは「身体の醜容癖姿を矯正し

運動に習慣せしむる」目的，つまり運動の基本

となる正しい姿勢を教えるもので，６つの図解

が付されている。

（６）第三徒手演習

徒手演習は，矯正術の演習が終わり，「おおよ

そ身体の整然強固となりたる後に･･器械を使用

せずして普く身体の各部を運動せしめる」ため

のもので，手具を要しないために，何れの地・

学校においても容易に実施が可能であるとの説

明があり，２２の図解が付されている。

（７）第四唖鈴演習

唖鈴は，徒手演習にたいして諸筋力をより強

化すると言う効果があるとされ，唖鈴の重量は

小学生徒が１対８０匁（およそ３００９)，成年女

子には120匁(およそ４５０９)，成年男子は２００

匁（およそ６５０９）を指示し，２９の図解を付し

ている。（図５参照）

嶋

ﾆﾆｺﾞ圏九第

正
面
着
ク
ハ
側
面
整
列
中
或
池

乳凱曇 節
十
四
節 二二

図５．唖鈴演習

駈
足
注 （８）第五球竿演習

球竿は，唖鈴と同様の効果に加えて，左右の

諸筋を平等に使用する効果があるとされ，２１の

図解が付されている。（図６参照）

ゾェリリソ

図４．駆け足法
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Ｉ

図８．木環演習
図６．球竿演習

採用されている軽体操種目の中では最も強い筋

力を要するために，最終に置かれる演習種目で

ある。その効果は３点あり，１つは筋力を強く

すること，２つめは１人で行なっても他種目の

ように飽きることがないこと，３つめは胸廓を

拡張するために，特に成人には奨められるとし

ている。重量は，小学生及び女子には１５０匁～

200匁（およそ550～６５０９)，成人男子は３００

匁以上（1.2kg）とされている。（図９参照）

.､ﾁﾞ..－…ﾍ､/`.．．…=ﾍ､
／′増…（

（９）第六二人球竿演習

これは効果としては唖鈴・球竿と同様である

が，他人の動作を受けるために，自己の習癖を

矯正する効果があるという。２１の図解が付され

ている。『新制体操法』にはこの演習は取り上げ

られているが，それには図解はない。また，『新

撰体操書』にはこの演習は取り上げられていな

いので，付されている図解は和田権五郎の工夫

によるものである。（図７参照）

鯉

掌

麺

＃
．
．
＃

､、

ダ

鍾旧＃
￣￣￣｡

壱

ニーーニ

図９．梶棒演習
。＝二二

図７．二人球竿演習

以上のように，和田権五郎『普通小学体操法』

は，２冊の体操書『新制体操法』・『新撰体操書』

をもとにして作られた，石川県で最初の体操参

考書である。これは明治１８年石川県女児小学規

則の体操指導書に指定されて，石川県内各学校

ではこれを元に体操指導を行なうことになった

ために，石川県体育史上大きな意味を持つもの

である。

なお，和田権五郎は翌年（明治１９年)石川師

範学校教員，濱田又勝と共に『普通小学運動法』

（10）第七木環演習

この木環演習は，『新制体操法』には記載され

ておらず，『新撰体操書』から採用したものであ

る。効果としては二人球竿と同様であるが，用

いる器械が1個であるために，その効果がより

大きいという。２３の図解が付されている。（図８

参照）

01）第八梶棒演習

根棒はその重量も多くまた遠心力も加わって
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を同じ益智館から出版する。これは小学校用の

隊列運動法を記したものであり，『普通小学体操

法』とは大きく内容が異なる。（このことについ

ては別稿に論じる）

この講習会に体操が加えられたというのは，

明治１７年８月１４日に告365号として公告さ

れた石川県小学校教員講習場規則16)．第３条中

に，講習学科として教育学，学校管理法，各学

科授業術と並んで「体操」が明記されているか

らである。この時点では師範学校に体操教員が

確保されて，生徒にも指導実績があり，さらに

体操場も新設済みの段階であったから，講習会

においても全く空文化きれいたとは考えにく

い。

この講習会の性格を見ておこう。目的は「小

学校内部ノ改良進歩ヲ計ランカ為小学校教員二

必用ノ学科ヲ講習セシムル」（第１条）もので，

講師は師範学校教員,会場も師範学校(第２条)，

講習日数は２ヵ月以内で，講習学科は，教育学，

学校管理法，各学科授業術，体操の４種（第３

条),講習員は各郡から３～５名を選抜して参加

させる甲種とその欠員があった場合に参加を認

める志願グループの２種である（第６．７条)。

甲種の講習員には講習中の俸給は全額保証され

る（第８条）ことになっていた。即ち各郡区を

代表する教員たちに給与を保証したうえで，か

つて和田権五郎や土師鑿他郎，原政矩らが東京

で受けてきた講習内容をより短期間に圧縮して

伝達し，石川県内の教育改良を推し進めようと

したものということができる。

４．体操講習会の開催と受講者の性格

石川県における体操普及に大きな役割を果た

したのは講習会であった。講習会そのものは金

沢市教育史稿'3)(124頁)によれば，明治８年１０

月に石川県師範学校内に開かれ，下等小学の教

授法を講習したことに始まるが，これは寺子屋

の師匠と大差のない当時の正規外の教員たちに

一定の資格を与えるための講習会であった。

不確かではあるが，体操が加えられた可能性

のある講習会の最初は，明治１６年１１月の講習

会である。これは「(明治１６年：筆者注）十一

月金沢区役所において石川県師範学校教員原政

窺ﾏ)開発的教授法を指教す,之を第一回指教会
といふ，十一年金沢区精練小学校に於いて第二

回指教会を開く」'3)（124頁）とあるように，全

く体操については触れらていないのであるが，

明治１６年１１月に指導した師範学校教員原政親

というのは，７月に体操伝習所を卒業して帰校

したばかりの原政矩のことと思われ，小学師範

学科取調員として学んできた，いわゆる開発的

教授法といわれたペスタロッチ流の教授法ばか

りではなく，それと共に兼習してきた新教科｢体

操」も含まれていたと考えてもあまり不自然で

はないように思われるからである。ただし，こ

れを受講者の側から記録した「上金石尋常・高

等学校沿革史｣'４)の当時の記録によれば,教科は

「心理，開発的授業法」であり，やはり体操は

記録されていない。

さて，制度上明確に体操を加えた講習会は，

明治１７年から開始された｢現任ノ小学校教員ヲ

招集シテ新規ノ教授術等ヲ伝習シ，帰任ノ上所

在教員二再伝習ヲナサシメ」'5)た講習会である。

もっともこれはペスタロッチ流の心性開発教授

法を中心とした教授法の講習に主眼があったの

であり，体操独自の講習会ではない。

（１）第１回教員講習会(明治１７年８月，石川

師範学校）

第１回講習会は１７年８月に開催されている。

講習員総数は３８名'7)であった。修了式は，1月

１日に県会議事堂明倫堂で行なわれ，徳久県書

記官，学務課員が出席している。式辞ならびに

証書授与を行なったのは，石川師範学校校長心

得となっていたかっての伝習教員士師隻他郎で

あった｡なお，この第１回講習会修了証書授与

式は,第２回講習会分と合同で行なわれている。

この受講生たちの出身と，職階を見てみたい。

（表１参照）

受講者は氏名しか発表されておらず，表ｌは
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表１第１回教員講習会受講者の経歴（明治17年８月）

明ィ１７会､,
Ｐ

・・３年時点の
10NiNOL 氏名 郡名

明治17年講習会当
時の所属・職階

明治23年時点の所
属・職階'４

教育会会
員の有無

教育通信
委貫の有
無

表彰・その他 備考

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｎ
ｕ
ｎ
週
ｕ
囮
咽
Ⅳ
旧
四
別
皿
犯
羽
塑
泌
沁
〃
犯
羽
加
皿
犯
兜
弘
弱
調
切
羽

伊勢鍍吉

山本敬大郎

月田初太郎

加納信敬

富田弥作

北村健吉

中Ⅱl富三

西本初三郎

松坂力勝

小原恒貞

太田伊豆茂

吉川佳一郎

谷村久松

深谷静

山田文太郎

山下義幹

新田登美

平畠弥八郎

瓜生余所吉

竹内喜六

岩城光太郎

舘谷清太郎

加藤政吉

水口庄次郎

角尾於兎次郎

石田有成

松本頼貞

斉藤駒太郎

村田眞郷

庄田常保

小橋一盛

長沢啓

丹羽九一郎

神戸糖一

奥高芳遂

島倉守之

山森弥八郎

水上錬治

‐
明
１
１
１
２
１

１
２
１
１
１
２
３
明
３
２

０
４

３
明

美
沼
北
島
北
北
川
美
川
沢
沢
美
沢
島
川

咋
沼
沢
洲
洲
至
沢

能
不
江
河
鹿
河
河
石
能
石
金
金
能
金
鹿
石
不
羽
江
金
珠
珠
風
金
不

３
１
３
３

鰈
訓
嶢

明
明
３
２

明

川
川
昨
川

至
川

島

石
石
羽
石
不
不
鳳
石
不
鹿

芦城小４等訓導’

不明

動橋小４等訓導’

高松小５等訓導'’

中島小校長兼３等

訓導

手向小５等訓導２

津幡小４等訓導！

不明

寺井小校長

松任小兼明六小校

長３等訓導！

淳成小７等訓導２

精練小５等訓導’

教員1.

不明

七尾小・有成'｣､３

等訓導２

美111小校長兼３等

訓導。

不明

不明

錦城小５等訓導２

不明

不明

不明

不明

不明

不明

不明

不明

道下小５等訓導’

不明

不明

不明

不明

不明

不明

不明

清通小４等訓導２

不明

不明

石Ⅱ|師範学校訓導

兼小学校督業'`）

(後)石11|師範学校

教諭１６）

山中小校長兼３等

訓導

高松小校長兼４等

訓導・津幡小訓導

石川師範学校訓導

兼舎監'`）

不明

宇野気新小校長兼

4等訓導

松村小５等訓導

寺井小校長兼３等

訓導

金石小校長兼２等

訓導

瓢箪町・田丸小校

長兼５等訓導

河北郡小坂小校長

兼津幡小４等訓導

不明

金沢小５等訓導

不明

同左

不明

不明

錦城小・京逵小校

長兼３等訓導

馬場小校長兼４等

訓導

秋吉小５等訓導

石111郡栗崎小校長

兼５等訓導

輪島小・鳳至'j､校

長兼５等訓導

田丸町小５等訓導

不明

安宅小４等訓導

不明

飯田小校長兼４等

訓導

下柏野小５等訓導

庄町小校長兼４等

訓導

酒見小５等訓導

松任市小枝長兼３

等訓導

不明

不明

不明

河北郡下田上'１，校

長兼４等訓導

不明

田鶴浜小校長兼４

等訓導

明
明

明
明
明
明

明

週
皿
、
Ⅲ
焔
不
８
皿
皿
８
９
９
週
珀
皿
皿
、
不
ｕ
ｕ
ｕ
咽
焔
Ⅲ
不
ｎ
ｍ
８
Ⅲ
Ⅲ
ｎ
ｍ
不
不
不
８
不
９

Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１

○
○
○
○
○
○

３
５ ８

３
３

３
９
３
３

９

３
５

３
６

３
３

３
３

３
９

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

郡表彰IＣ

県表彰'1

県表彰'１

県表彰'１

文部省表彰２

郡表彰'0

文部省表彰２

郡表彰１０

文部省表彰２

文部省表彰２

文部省表彰２

後香川県視学

明44，羽咋郡視学!?)(146号）

11年下等師範卒

明24，愛知県高等小学校長18）

(51号）

明16，金沢教育社演説会１，）
「体操論」

19年通信員免職９

●

学事9号23頁記事,１０)(41号）

大正５ 江沼実科高女校

長'７)(147号）

18年通信員免職７（珠洲郡）

明41,鳳至郡視学17)(146号）

8年下等師範卒

17)(146号）

佐藤駒太郎'４「教育の自

治」’8)(23号）

下甘田小'7)(153号）

明32,石川郡視学'7)(153号）

18年通信員免職５
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表２ 第２回教員講習会受講者の経歴（明治17年９ 月）

明治23年時一’・
ﾛ

典拠資料

１）「石川教育会員交名｣，石川県学事報告第４号（明治18年１．２月)，54-55頁
２）「学事関係職員賞輿｣，石川県学事報告第３号（明治17年11.12月)，52-53頁

３）「本県教育通信委員交名｣，石川県学事報告第２号（明治17年９．１０月)，14-15頁
４）「本県教育通信委員任免」（１１．１２月)，石川県学事報告第３号（明治17年１１．１２月)，２０頁
５）「本県教育通信委員任免」（３．４月)，石川県学事報告第５号（明治18年３．４月)，２８頁
６）「本県教育通信委員任免」（５．６月)，石川県学事報告第６号（明治18年５．６月)，２１頁
７）「本県教育通信委員任免」（７．８月)，石川県学事報告第７号（明治17年７．８月)，２３頁
８）「本県教育通信委員任免｣，石川県学事報告第10号（明治19年１．２月)，２５頁
９）「本県教育通信委員｣，石川県学事報告第11号（明治19年３．４月)，１４頁
10）「熱心ナル教員等｣，石川県学事報告第３号（明治17年11.12月)，20-21頁
11）「小学校教員等ノ受賞輿｣，石川県学事報告第９号（明治18年１１．１２月)，９頁

12）「学務担任書記｣，石川県学事報告第３号（明治17年11.12月)，19-20頁

13）「任免｣，石川県学事報告第11号（明治19年３．４月)，13-14頁

14）「本県小学校職員交名（明治23年12月31日現在)｣，石川県学事報告第39号（明治23年11.12月
15）石Ⅱl師範同窓会，石川師範同窓会百周年記念誌，「同窓生名簿｣，昭和63年
16）石川県師範学校旧職員履歴書綴（金沢大学蔵）
17）石川教育

18）北陸教育

19）金沢市教育史稿，ｐ､377

23-46頁

Nｑ 氏名 郡名
明治17年講習会当
時の所属・職階

明治23年時点の所
属・職階'４

石111師範
卒業１５

県教育会
教育通信
貝

表彰・その他 備考

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
ｍ
皿
皿
咀
砠
Ⅳ
旧
四
加
皿
犯
羽
型
妬
妬
酊
犯
羽

松江銃太郎

加藤八大郎

荒井太郎吉

中山良直

中島武章

田伏徳三郎

内藤正木

太田信道

水上秀和

岩崎虎吉

大石三治

窪田字太郎

小川晴之助

中西謙蔵

室端伊太郎

松原一拾(義）

榎並亮平

高間保太郎

岡本照景

竹下安次郎

飯森正則

倉遥雄平

山下忠本

中村茂次

中村敬三

松井静之

山本永淳

増田長之

舟木勇肋

明
明

２
５
３

３

沼
美
洲
咋
北
至
咋
北
沢

沼
至
北

江
能
珠
羽
河
鳳
羽
河
金
不
不
江
鳳
河

明
り

不
佑

０
１
１
１
２
郡
２
２

３
２
明
４

美
北
美
島
至
咋
洲
川
沢
川
美
島

能
河
能
鹿
鳳
羽
珠
石
金
石
能
不
鹿

不明

１日河南小６等訓
導】】

蛸島小校長３等訓
導’

思誠小校長兼３等
訓導’

栗崎小４等訓導２

不明

開陽小三等訓導２

不明

不明

明
明
明
明
明

不
不
不
不
不

不明

(石１１１郡14等学務
担任書記)'2`'３

学務委員

小坂小６等訓導'’

今江小４等訓導２

不明

不明

押水小３等訓導２

説易小授業生２

不明

不明

不明

湊小４等訓導２

不明

不明

北浜小校長兼３等
訓導

不明

石Ⅱl郡鶴来小校長
兼３等訓導

不明

津幡校長兼３等訓導
~河北郡書記l4等'３

不明

高浜小校長兼３等
訓導

二俣小校長兼４等
訓導

長町小校長兼５等
訓導

不明

不明

旗陽小４等訓導

不明

能勢小校長兼４等
訓導

不明

不明

石１１１郡粟田新保小
5等訓導

不明

金沢市金沢小４等
訓導

鹿島小３等訓導

穴水小５等訓導

不明

河北郡上田名小校
長兼４等訓導

安養寺小５等訓導

西町小６訓導

野々市小校長兼４
等訓導

河北郡森下小校長
兼４等訓導

不明

不明

明
明

明
明

明
明
明

明
明

明
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不
不
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県表彰'１，郡表彰ｌｏ

文部省表彰２
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郡表彰'０，県表彰11

文部省表彰２

文部省表彰２

文部省表彰２，郡表彰1０

９

「小学校二於ケル
立志談」’8)(40号）

8年下等師範卒
19年通信員免職，

大正３
高教諭

9

17）
県立第二高女
(146号）

辰口学校，盲唖教
育家17)(146号）

石111師範書記'6）

穴水ｲ校長'9)(146号）

8年下等師範卒
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「石川県教育会会員名簿」（明治18年１月）18)，

文部省教育功労表彰に記された「学事関係職員

賞与名簿」（明治１８年２月）'9)，「石川県小学校

教員名簿」（明治２３年１２月)２０)，あるいは石川

県学事報告中に見える｢教育通信員報告｣21)，等

に示された勤務先，あるいは経歴をもとに作成

したものである。したがって，講習会受講時(明

治17年)の勤務校や職階を正確に反映している

わけではない。が，おおよその出身地傾向と，

少なくとも５年後に彼らが到達し得た地位から

逆算した，受講当時の彼らの地位を推測するこ

とはできよう。

まず，特徴的なことは，第１に石川県内９市

郡全てから教員が派遣されていることである。

第２に，各地域教育界の代表的で指導的な立場

にある教員が多いことである｡校長が１７人と判

明している全体人数の半数以上を占めており，

そのほか各郡の教育状況を県庁に報告する立場

にある教育通信員が７人,当時全部で３５人で構

成されていた石川県教育会の会員が７人含まれ

ていること，さらに前述した文部省教育功労表

彰を受けた教員が５人含まれていることから，

この受講者たちの質の高さと，各地域における

地位・役割が偲ばれよう。

第６回，１９年1月（受講者数不明）

第７回１９年４月（受講者数不明）

第８回１９年６月(女教員講習，受講者数不明）

これらの第１回及び２回の受講者がとりわけ

各地域の指導的な教員であったことは，第５回

の講習会受講者４０名中に２３人の再受講者が含

まれていることからも知られよう。この第５回

講習会は，明治１８年石川県｢将来学事施設上須

要ノ件」中に掲げられた「小学校二兵式体操初

歩ヲカロフルコト，小学校二農業実験地ヲ付シ他

日実業二就クノ素ヲ得セシムルコト」２３)を実現

すべく，「兵式体操術の内柔軟徒手の部｣の講習

と「農学科」を講習するものであった24)。即ち，

体操科で言えば従来の教育内容である普通体操

に兵式体操を加えていくという，教育内容の大

きな変更を実行するための講習だったのであ

る。各地域の教育改良はこうした各地域の指導

的教員の講習から始まっていることが知られよ

う。

結語

以上のことから明らかになったことをまとめ

ておこう。

（１）石川県における近代学校体育の本格的な普

及は，３人の石川師範学校教員（和田権五郎，

土師愛太郎，原政矩）の体操伝習所からの帰校

を待って，明治１５～１６年から行なわれていっ

た。石川県学務課は，①師範学校での体操教育，

②現職教員の体操講習，③体操を含んだ規定整

備や生徒の奨励会，といった長・中・短期的方

策をたててこれに取り組んでいった。

(2)これに伴って，和田権五郎編集・土師鑿他

郎校閲の『普通小学体操法』が石川県初の体操

参考書として，明治１８年１月に金沢益智館か

ら発行された。これは体操伝習所で発行された

『新制体操法』『新撰体操書』(共に明治１５年刊）

をもとに作成された普通体操の指導参考書で

あった。内容的には概ね『新制体操法』に準拠

し，図解は『新撰体操書』から模写したもので

ある。また，女子の体操に大きな制限を加えて

（２）第２回講習会（明治１７年９月）

さて，第２回講習会は明治１７年９月１日よ

り，｢石川県師範学校内において各郡区中より優

等教員２９名を招集｣22)して開かれた。その参加

者は表２に掲げるとおりである(表２参照)。第

１回と受講者の基本的な性格は変わっていない

と思われるが，訓導レベルの中堅教員が増加し

た形跡が見られることが特徴である。以後講習

会は次のように行なわれている。

(3)第３回以後の講習会

第３回，１８年２月（受講者数27名）

第４回，１８年５月（受講者数15名）

第５回，１８年１１月（受講者数40名）＊兵式体

操講習会
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いる点，二人木環，二人球竿など二人で行なう

体操を付け加えている点が特徴である。

(3)体操講習会は明治１７年８月から開始され

ている。この講習会は教育学などとともに体操

も含んだ講習会であり，単独の体操講習会では

ない。講習会規則や第１，２回講習会参加者を

分析すると，受講者は石川県内９つの全ての市

郡から選抜された教員であり，後に校長や石川

県教育会会員，あるいは教育表彰を受けるよう

な優れた教員たちであったことがわかる。

図10．土師愛他郎（大正６年頃）

（『済美会誌』，第17号、大正７年より）

註及び引用・参考文献

1）和田権五郎の略歴を記しておこう。

安政元年２月石川県生まれ。

明治８年８月奈良県山辺郡馬場村小学校七等訓導

明治９年１月大阪師範学校入学,明治１１年１月同

小学師範学科卒業。

明治９年２月滋賀県四等訓導

明治１１年３月石川県第一師範学校(金沢)六等訓導

明治１３年８月石川県富山小学師範学校勤務

明治１４年５月石川県金沢小学師範学校勤務

明治１４年７月石川県輪島小学師範学校勤務（幹事

兼務）

明治１５年１月石川県金沢師範学校二等助教諭

明治１５年１月体操術伝習として上京申付候事

明治１５年７月「右は本所伝習員として其教科を履

修し正に其業を卒えたり。因て本所定むる処の体操

術を教授するに堪ゆへきを証するものなり。体操

伝習処主幹西村貞」

明治２０年６月石川県小学校教員学力検定委員

（以上は「石川師範学校旧職員履歴書綴，第一号」

（金沢大学所蔵）による）

明治２６年２月３０日石川県尋常師範学校助教諭退

職

（石川県尋常師範学校第六年報(金沢大学所蔵)，１７

頁）

2）土師愛他郎の略歴については，拙稿「石川県におけ

る近代学校体育の定着過程に関する研究(その１），金

沢大学教育学部紀要，教育科学編，第１４号，ｐＰ、

239-254,1992年参照のこと。ここでは石川県第一高等

女学校校長当時の写真を補足しておく。（図１０参照）

3）原政矩の略歴を記しておこう。

安政元年２月１６日石川県金沢市森山町生まれ。

図11．原政矩（茨城県立土浦高等女学校長当時）

明治６年５月２３日石川県より変則専門法律学取

調申付候事

明治６年１１月１９日梅本町小学校訓蒙

明治７年７月１５日仙石町小学校訓蒙

明治７年７月３０日石川県師範学校入学申付候事

明治７年１月３１日師範学校速成生徒正科教授手

伝申付候事

明治８年４月２８日師範学校監事

明治９年３月７日豊田小学校在勤

明治９年８月２日田丸町小学校在勤

明治９年１０月１８日師範学校在勤

明治１３年１月１３日福井県男女師範学校幹事兼務

明治１４年１２月１日輪島師範学校幹事兼務

明治１５年９月１日「師範学科取調兼体操術兼習と

して上京申付候事」

明治１６年５月８日石川県輪島師範学校一等助教

諭

明治１６年８月１１日石川県金沢師範学校一等助教

諭

明治２０年４月７日高等師範学校附属小学校体操

教授嘱託
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明治２０年６月２０日群馬県佐位那彼高等小学校長

明治２１年４月１日長野県下伊那郡下伊那学校校

長

明治25年６月２７日神奈川県横浜市尋常高等横浜

小学校校長

明治30年２月３日茨城県新治郡視学

明治３９年９月１３日茨城県立土浦高等女学校長

（以上茨城県立土浦第二高等学校所蔵，原政矩履歴

書（明治39年）による）

（大正４年４月１７日退職）

（茨城県立土浦高等所女学校同窓会誌｢尚綱｣，第１

号，大正12年，１４頁による。なお，写真は西村佐門，

茨城県教育家肖像録,好文堂：水戸，明治４２年,６２頁

を使用）

というように原政矩は石川県内はもとより，福井，東

京，群馬，長野，横浜，茨城県の教育に尽力した人物

である。

４）石川県年報・明治17年，文部省第十二年報，７０丁

５）石川県年報･明治１６年，文部省第十一年報，５１０丁

６）拙稿「石川県における近代学校体育の定着過程に関

する研究(その１)，金沢大学教育学部紀要，教育科学

編，第１４号，ｐｐ､239-254,1992年参照のこと。

7）和田権五郎編集･土師愛他郎校閲，普通小学体操法，

金沢益智館，明治18年．

本研究では使用したのは国会図書館所蔵本である。

8)石１１１県教育会,石川県教育会議事筆記,明治18年(国

会図書館所蔵)，なお，この２つの発言は原文の意味を

そこなわない範囲で現代文に直してある。

9）新制体操法については拙稿「石川県における近代学

校体育の定着過程に関する研究(その１)，金沢大学教

育学部紀要,教育科学編，第１４号，ｐｐ､239-254,1992

年参照のこと。

新制体操法の内容は次の通りである。

緒言

凡例

第１整頓法

第１款静止上の挙動

第１節会集法第２節整容法

第３節左右整準法

第４節正面に復する法

第５節左右転向法

第６節転回法

第２款行進上の挙動

第７節足踏法第８節停止法

第９節前行進法第１０節後行進法

第１１節側行進法第１２節方向変換法

第１３節駆足法第１４節踏換法

第１５節二列編成及ひ－列に復するの法

第３款体操予備の諸件

第１６節分列法第１７節番号を付する法

第１８節徒手唖鈴及び球竿体操に間隔を取るの法

第１９節梶棒体操に間隔を取るの法

第２０節木環体操に間隔を取るの法

第２１節二人球竿体操に間隔を取るの法

第２２節豆嚢体操に間隔を取るの法

第２３節徒手唖鈴球竿及び根棒体操の間隔を閉づる

法

第２４節木環及び二人球竿体操の間隔を閉づる法

第２５節豆嚢体操の間隔を閉づる法

第２６節解列法

第２７節休息法

第２８節気を着しむるの法

第２身体矯正術

第１節四挙動第２節四挙動

第３節二挙動第４節二挙動

第５節二挙動第６節四挙動

第３徒手体操

第１節から２２節

第４唖鈴体操

第１節から２５節

第５女子唖鈴体操

第１節から１８節

第６根棒体操

第１節から１５節

第７二人球竿体操

第１節から２３節

（下線の項目は和田権五郎『普通小学体操法』に採

用されなかった部分）

10）新選体操書の内容は以下の通りである。

緒言

排列法解列法

体を正直にする法

徒手演習第一第二

唖鈴演習第一から第四

アンヴィノレコーラス演習

球竿演習

梶棒演習第一第二

木環演習



大久保英哲：石川県における近代学校体育の定着過程に関する研究（その２） 173

豆嚢演習

器具製作の法

11）久松義典，体育新書，玉沽堂，明治12年

12）遊佐盈作，新設体操教授書，正賓平楽二房：京都，

明治１６年

13）金沢市教育会，金沢市教育史稿，大正４年

14)石)１１県石Ⅱl郡上金石尋常高等小学校沿革史，（現金沢

市立金石小学校所蔵)，第一号(創立～大正元年)，２０６

頁によれば,「明治１７年２月１３日指教会開設｡本日よ

り同月１９日に至る１週間石川郡３４番学区致芳小学

校において，石川県師範学校一等助教諭原政矩派出し

て心理，開発的授業法指教会開設に付き，本校教員出

会するもの訓導岩田保晴，准訓導島村秀叙，相川五兵

衛，辻谷，軽病にして欠席するものは授業生五島三

省｡」とある。

15）石川県年報･明治17年，文部省第十二年報，285頁

16)石川県小学校教員講習場規則，石Ⅱ|県学事報告第１

号，２－３頁

17）石川県学事報告第１号，１２５頁

18)石川県教育会会員名簿，明治18年１月，石Ⅱ|県学事
報告第４号，53-54頁

19)学事関係職員賞与名簿は以下の３回の表彰者名簿で

ある。

①明治１７年２月,文部省より表彰,石川県学事報告第

３号５２－５３頁

②明治17年１１月，能美郡表彰，石川県学事報告第３

号２０頁

③明治18年１２月，石111県表彰，石川県学事報告第９

号９頁

20）石川県小学校教員名簿，明治２３年１２月，石１１１県学

事報告第２３号

21）教育通信員報告，石川県学事報告各号に多数掲載さ

れている。

22）講習会，石川県学事報告第２号，１０頁

23）石川県年報･明治１８年，文部省第十三年報，302丁

24）講習会，石川県学事報告第１０号，１０頁

25）土師愛他郎「鳳至珠洲両郡学況」石川県学事報告第

９号（明治１８年１１．１２月）１９頁


